
問い合わせ　福祉事務所 
57‐850957 8509
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障害者福祉医療費助成制度は、重度心身障害者・中度心身障害者の保健の向上

と福祉の増進を図ることを目的に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。

障害者福祉医療費助成制度障害者福祉医療費助成制度障害者福祉医療費助成制度

うを
と福祉の増進を図ることを目的に

助成対象者

①重度心身障害者
・身体障害者手帳の１級又は２級を取得している方

・療育手帳のＡ１又はＡ２を取得している方

・１８歳未満の児童で、身体障害者手帳の３級又は４級

　を取得しており、療育手帳のＢ１を取得している方

《所得制限》

○６５歳以上で、平成１５年１０月１日以降、新たに障害と

　　なった方は住民税非課税世帯であること

○６５歳未満の人と、６５歳以上で平成１５年１０月１日以　

　　前に障害となった方は、所得制限はありません
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②中度心身障害者
・身体障害者手帳の３級を取得している方

・療育手帳のＢ１又はＢ２を取得している方

《所得制限》

○６５歳未満は世帯の総所得額が２００万円以下の方

○６５歳以上は住民税非課税世帯の方

　4月に香我美町下分(香我美庁舎北)

の旧ミネルバ跡に、障害者雇用の場とし

て、社会福祉法人土佐あけぼの会が運

営する「みかんの丘あけぼの」が開所し

ました。

　地域の特産野菜を使ったからだにや地域の特産野菜を使ったからだにや

さしいお菓子づくりさしいお菓子づくりを予定しています。

　ただいま6月のプレオープンにむけて

作業環境の整備を行っており、今秋には

本格的な稼働を予定しています。

　オープンの折には改めてお知らせい

たしますのでよろしくお願いします。

ＨＯＴ ＮＥＷＳ

※他の医療制度が使える場合は必ずそちらを使っていただき、残ったご本人自己負担分を助成します

※現在この制度を受けられていて、受給者証（証の色：水色・黄色）の有効期限が平成２５年６月３０日まで

　　となっている方は、更新の申請が必要です(更新が必要な方には通知いたします)

※今まで所得制限により対象となっていなかった方も、所得状況の変更等により対象となる場合があります。　

　　この場合は新たに申請が必要です

特別障害者手当

障害児福祉手当

特別児童扶養手当

香南市心身障害児福祉年金

高知県重度心身障害児療育手当

障害がある方、または20歳未満の心身
障害児を養育している方には右の手当
の受給資格があります。障害の程度等
要件がありますので、詳しくは福祉事
務所までお問い合わせください。

この場合は新たに申請が必要です

障害がある方、または20歳未満の心

各種手当のご案内
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皆
さ
ん
、特
定
健
診
を
受
け
て
い
ま
す
か
？

 

市
で
は
対
象
者
に
、健
診
に
必
要
な
受
診
券
を
５
月
末
頃

に
郵
送
し
ま
す
。受
診
券
・
保
険
証
を
持
参
し
、１
年
に
１

回
は
健
診
を
受
け
、自
分
の
健
康
状
態
を
き
ち
ん
と
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

５月末に特定健診受診券を郵送します

対象年齢 健診料金 健診方法

集団健診のみ

持参するもの 問い合わせ

特になし

市民保険課
57‐8506

健康対策課
57‐7516

20～39歳
〈健康診査〉

40～74歳
〈特定健診〉

後期高齢者
医療対象者
〈健康診査〉

集団健診　または
医療機関で個別健診

受診券・問診票
保険証

受診券・問診票
保険証

集団健診　または
医療機関で個別健診

年齢別の受診方法・料金など

市民保険課

健康対策課
または

無
料

40
〜
74
歳
ま
で
の
国
保
に

　　　　　　　

加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ

月
末
頃
に
特
定
健
診
の
受
診
券
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、届
き
ま
し
た
ら
受
診
さ
れ
る
ま

で
大
切
に
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。万
一
、受
診
券

が
届
か
な
い
場
合
は
、市
民
保
険
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

５

　

下
記
の
日
程
で
行
い
ま
す
。予
約
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。都
合
の
よ
い
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

個
別
健
診
の
で
き
る
委
託
医
療
機
関
な
ど
、

詳
し
く
は
市
民
保
険
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。ま
た
、予
約
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、必
ず
事
前
に
医
療
機
関
に
確
認
を
し

て
く
だ
さ
い
。

1. 特
定
健
診
の

　　
受
診
方
法
は　　  

つ

は

つ

３３

集
団
健
診

2.
医
療
機
関

3.
人
間
ド
ッ
ク

　

次
の
機
関
で
受
診
さ
れ
る
方
は
、特
定
健
診

受
診
券
、保
険
証
を
持
参
す
る
こ
と
で
、特
定
健

診
分
の
助
成
金
額
が
割
引
と
な
り
ま
す
。市
民

保
険
課
で
の
助
成
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。(

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
方
は
対
象
外
で
す)

　
　
Ｊ
Ａ
高
知
病
院
・
高
知
県
総
合
保
健
協
会
・
高

知
検
診
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
高
知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

病
院
・
細
木
病
院

【
助
成
額
】約
５
，７
０
０
円(

健
診
単
価
の
改
定

に
よ
り
変
動
あ
り)

※

い
ず
み
の
病
院
も
し
く
は
高
知
赤
十
字
病
院

で
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、
受
診

す
る
前
に
助
成
金
の
申
請
が
必
要
で
す

後
期
高
齢
者
医
療
に

　　　　　

加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ

　
　

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
お
持
ち

　
　

で
、現
在
、次
の
①
〜
④
に
該
当
し
な
い

方
は
、集
団
健
診
ま
た
は
個
別
健
診
に
よ
り

健
康
診
査
を
受
診
で
き
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、市
民
保
険
課
・
高
齢
者
医
療

ご
希
望
の
方
は
、市
民
保
険
課
・
高
齢
者
医
療

係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。こ
ち
ら
も
５
月
末

頃
に
受
診
券
を
郵
送
し
ま
す
。

【
健
康
診
査
受
診
対
象
外
と
な
る
方
】

①
生
活
習
慣
病
の
薬
を
服
薬
中
の
方

②
医
療
機
関
に
入
院
中
の
方

③
介
護
、ま
た
は
障
害
者
施
設
等
に
入
所
中

　

の
方

④
事
業
所
で
健
診
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方

※

す
で
に
健
康
診
査
の
希
望
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
提
出
さ
れ
て
い
る
方
は
、
連
絡
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

後
期
高
齢
者
医
療
の
健
康
診
査
は
、生
活

習
慣
病（
高
血
圧
・
糖
尿
病
・
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

が
高
い
な
ど
の
脂
質
異
常
・
脳
卒
中
・
心
臓

病
）を
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。生
活
習
慣
病
の
た
め
、医
療
機
関
等

で
薬
を
も
ら
っ
て
服
薬
さ
れ
て
い
る
方
は
、す

で
に
同
じ
検
査
を
受
け
て
い
ま
す
の
で
対
象

外
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※国保以外の方へ…受診券のことなどについては、加入先へお問い合わせください

後

主な
対象地区

赤 岡 町

場  　所 日　程 受付時間

赤岡保健センター

８月26日（月）～30日（金）・9月2日（月）・11月13日（水）・14日（木）

６月24日（月）～27日（木）・11月26日（火）　※11月26日は午前のみ

８月５日（月）・６日（火）・11月25日（月）　※11月25日は午前のみ
８月20日（火）・21日（水）　※両日とも午前のみ吉川総合センター

香我美保健福祉センター

のいちふれあいセンター

香我美町

野 市 町

吉 川 町

午前）　9：00～11：00
午後） 13：00～14：30

７月22日（月）～24日（水）・11月15日（金）　※11月15日は午前のみ夜須大峰の里夜 須 町

集
団
健
診
の
日
程

〈
関
連
30
ペ
ー
ジ
〉

22 ２０１３.５23２０１３.５


